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令
和
６
年
度
の
特
別
障
害
者

手
当
等
の
手
当
額
は
、
令
和
５

年
の
物
価
変
動
率
に
基
づ
き
、

３
．
２
％
の
引
き
上
げ
と
な
り

ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
手
当
の
支
給
を
受

け
る
た
め
に
は
、
市
社
会
福
祉

課
の
窓
口
で
認
定
請
求
の
手
続

き
が
必
要
で
す
。
各
種
手
当
の

対
象
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
特
別
障
害
者
手
当
】

�　
精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度
の

障
が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活
に

常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す

る
在
宅
の
２０
歳
以
上
の
方

■令和6年度の各手当額(月額)
手当の種類 手当額

特別障害者手当 28,840円

障害児福祉手当 15,690円

特別児童扶養手当(1級) 55,350円

特別児童扶養手当(2級) 36,860円

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

�　
精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度
の

障
が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活
に

常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す

る
在
宅
の
２０
歳
未
満
の
方

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

�　
精
神
ま
た
は
身
体
に
中
程
度

以
上
の
障
が
い
が
あ
り
、
日
常

生
活
に
常
時
介
護
を
必
要
と
す

る
２０
歳
未
満
の
児
童
を
養
育

(

同
居
ま
た
は
監
護)

し
て
い

る
方

※�

所
得
や
施
設
入
所
な
ど
に
よ

■
特
別
障
害
者
手
当
等
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

　
令
和
６
年
度
軽
自
動
車
税
種

別
割
納
税
通
知
書
の
発
送
は
、

４
月
１2
日（
金
）を
予
定
し
て
い

ま
す
。

　
納
期
限
は
４
月
30
日（
火
）と

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず

に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
４
月
19
日（
金
）ま
で

に
納
税
通
知
書
が
届
か
な
か
っ

た
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■�

身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持

ち
の
方

　
課
税
対
象
者
で
、
身
体
障
害

者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
方
は
、

申
請
に
よ
り
納
税
が
免
除
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
書
類
等

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

■
軽
自
動
車
税
種
別
割
の
納
税
を
忘
れ
ず
に
！

さ
い
。

申
請
期
限
／

　
４
月
２3
日(

火
）
ま
で

問
い
合
わ
せ
／

　

�

市
税
務
課
資
産
税
グ
ル
ー
プ

　
☎
２
３
‐
６
３
９
３

※�

口
座
振
替
で
納
付
さ
れ
た
場

合
、
車
検
を
必
要
と
す
る
二

輪
の
み
、
６
月
上
旬
に
口
座

振
替
領
収
済
通
知
書
兼
継
続

検
査
用
納
税
証
明
書
を
送
付

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／

　

�

市
税
務
課
収
納
グ
ル
ー
プ

　
☎
２
３
‐
６
３
９
４

　
令
和
６
年
度
土
地
・
家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
と
、
固

定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
が
で

き
ま
す
。

　
縦
覧
・
閲
覧
の
際
に
は
、
本

人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
や

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。（
所
有

者
と
申
請
者
が
異
な
る
場
合

は
、
委
任
状
と
本
人
確
認
書
類

が
必
要
で
す
。）

　
借
地
人・借
家
人
等
の
方
も
、

地
主
・
大
家
所
有
の
資
産
の
う

ち
、
借
地
・
借
家
部
分
の
内

容
を
閲
覧
で
き
ま
す
の
で
、
そ

の
関
係
が
証
明
で
き
る
賃
貸
借

契
約
書
等
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

■�

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧

�　
お
持
ち
の
土
地
や
家
屋
等

と
、
同
一
区
内
に
あ
る
同
様
の

種
類
の
資
産
の
価
格
等
が
比
較

で
き
ま
す
。

縦�

覧
期
間
／

　

�

５
月
31
日（
金
）ま
で

　
８
時
４５
分
か
ら
１７
時
３０
分

※
土
日
・
祝
日
を
除
く

縦
覧
場
所
／

　
市
役
所
１
階　
税
務
課

■
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

�　
お
持
ち
の
固
定
資
産
の
課
税

内
容
が
確
認
で
き
ま
す
。

閲�

覧
期
間
／

　

�

令
和
７
年
３
月
３１
日（
月
）ま
で

■
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　
８
時
４５
分
か
ら
１７
時
３０
分

　
※
土
日
・
祝
日
を
除
く

閲
覧
場
所
／

・�

市
内
全
域
の
閲
覧
…

　
市
役
所
１
階　
税
務
課

・�

宗
谷
地
域（
宗
谷
支
所
管
轄

区
域
）の
閲
覧
…
宗
谷
支
所

・�

沼
川
地
域（
沼
川
支
所
管
轄

区
域
）の
閲
覧
…
沼
川
支
所

※�

登
録
さ
れ
た
価
格
に
つ
い
て

不
服
が
あ
る
場
合
は
、
納
税

通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
日

か
ら
３
か
月
ま
で
の
間
に
、

稚
内
市
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会（
市
税
務
課
内
）に
審

査
の
申
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／

　
市
税
務
課
資
産
税
グ
ル
ー
プ

　
☎
２
３
‐
６
３
９
３

こ
れ
ま
で
は
、
国
が
定
め
た

時
限
措
置
と
し
て
65
～
100
歳
ま

で
の
５
歳
刻
み
の
方
を
対
象
と

し
て
き
ま
し
た
が
、
令
和
６
年

度
か
ら
は
、
次
の
よ
う
に
対
象

者
が
変
わ
り
ま
す
。

対
象
者
／

　

�

市
内
に
住
民
票
が
あ
り
、
過

去
に
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を

接
種
し
た
こ
と
が
な
い
方
で
、

①
65
歳
の
方

②�

60
～
65
歳
未
満
の
方
で
、
心

臓
・
腎
臓
・
呼
吸
器
の
機
能

■
高
齢
者
肺
炎
球
菌
の
定
期
接
種
対
象
者
が
変
わ
り
ま
す

ま
た
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ

ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
に

障
が
い
を
有
す
る
方

通
知
方
法
／

　
対
象
と
な
る
方
の
う
ち
、
令

和
６
年
度
中
に
65
歳
を
迎
え
た

方（
誕
生
月
の
月
末
）に
、
順
次

個
別
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／

�

市
健
康
づ
く
り
課
地
域
医
療

グ
ル
ー
プ

☎
２
３
‐
４
０
０
０

市
で
は
、
青
少
年
等（
30
歳

以
下
の
方
）が
所
属
す
る
文
化

団
体
に
対
し
、
補
助
を
行
っ
て

い
ま
す
。

対
象
者
／

⑴�

稚
内
市
文
化
協
会
に
加
盟
し
、

構
成
員
に
青
少
年
等
を
含
む

文
化
団
体

⑵�

そ
の
他
の
団
体
で
、
設
立
目

的
が
文
化
振
興
で
あ
る
こ
と

を
明
文
化
し
て
い
る
団
体
規

約
を
有
し
、
構
成
員
に
青
少

年
等
を
含
む
な
ど
、
諸
条
件

を
満
た
す
団
体

対
象
事
業
／

【
文
化
大
会
事
業
】

　

�

各
種
文
化
振
興
に
係
る
大
会

で
、
対
象
経
費
の
３
分
の
１

を
補
助
。
補
助
額
は
最
大
で

40
万
円
と
な
り
ま
す
。

【
指
導
者
招
へ
い
事
業
】

　

�

市
外
か
ら
指
導
者
を
招
へ
い

し
、
団
体
の
技
能
向
上
を
目

的
と
し
て
開
催
さ
れ
る
講
習

会
等
に
対
し
、
対
象
経
費
の

２
分
の
１
を
補
助
。
年
間
３

回
を
限
度
と
し
ま
す
。

■「
文
化
振
興
育
成
補
助
金
」の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

【
国
内
文
化
派
遣
・
交
流
事
業
】

　
①�
全
道
予
選
等
を
経
て
全
国

大
会
に
出
場
す
る
際
の
補

助
。
補
助
額
は
最
大
で

25
万
円
と
な
り
ま
す
。

　
②�

団
体
の
研
鑽
を
図
る
た
め
、

市
外
に
赴
き
、
当
該
地
域

の
文
化
団
体
と
交
流
す
る

事
業
に
対
し
、
旅
費
等
対

象
経
費
の
２
分
の
１
を
補

助
。

受
付
期
間
／

　

�

５
月
31
日（
金
）ま
で(

必
着)

申
請
方
法
／

　
補
助
金
の
対
象
に
該
当
す
る

か
確
認
す
る
た
め
、
ま
ず
は
市

社
会
教
育
課
ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
対
象
と
な
っ
た
場
合
は
、

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

郵
送
ま
た
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

申
請
書
入
手
方
法
／

　
市
社
会
教
育
課
窓
口
ま
た
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／

�

市
社
会
教
育
課
社
会
教
育
グ

ル
ー
プ

☎
２
３
‐
６
０
５
６

る
支
給
制
限
が
あ
り
ま
す
。

�　

�

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／

�　

�

市
社
会
福
祉
課
障
が
い
福
祉

グ
ル
ー
プ

　
☎
２
３
‐
６
４
５
３


